
2017.1　広報かわぐち2017.1　広報かわぐち 67

  

申
告
に
必
要
な
も
の

□
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
（
申
告
を
す
る
か
た
で
２
月
に
な

っ
て
も
申
告
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、
市
民
税
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

□
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
身
元
を
確
認
で
き
る
も

の
）

□
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）
、
筆
記
用
具

□
収
入
・
所
得
を
証
明
で
き
る
書
類
（
源
泉
徴
収
票
、
給
与
明

細
書
な
ど
）

□
社
会
保
険
料
（
健
康
保
険
、
国
民
年
金
、
介
護
保
険
な
ど
）

の
支
払
証
明
書
ま
た
は
領
収
書

□
生
命
保
険
料
（
一
般
生
命
保
険
、
個
人
年
金
保
険
、
介
護
医

療
保
険
）
、
地
震
保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書

□
医
療
費
の
領
収
書
な
ど
（
支
払
金
額
、
保
険
で
補
て
ん
さ
れ

た
金
額
は
そ
れ
ぞ
れ
事
前
に
集
計
し
て
く
だ
さ
い
）

□
そ
の
ほ
か
申
告
に
必
要
な
書
類
（
障
害
者
手
帳
な
ど
）

※

原
則
と
し
て
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。
控
え
が
必
要
な
か
た

は
事
前
に
コ
ピ
ー
を
し
て
か
ら
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※

確
定
申
告
は
、「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」
は
が
き
（
税
務
署

か
ら
送
付
さ
れ
て
い
る
か
た
の
み
）
が
必
要
で
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
に
基
づ
き
、
申
告
手
続
き
な
ど
の
際
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の
記
載
と
本
人
確
認
書
類
の

提
示
ま
た
は
写
し
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
本
人
確
認
は
、「
番
号
確
認…

正
し
い
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
で
あ

る
こ
と
の
確
認
」
と
「
身
元
確
認…

申
告
者
等
が
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
正
し
い
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
の
確
認
」
に
分
類
さ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
で
ご
用
意
い
た
だ
く
書
類
の
組
み
合
わ
せ

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
市
民
税
・
県
民
税
の
賦
課
徴
収
事

務
、
税
務
調
査
に
関
す
る
事
務
の
た
め
利
用
し
ま
す
。
　

  

郵
送
で
の
申
告
が
お
す
す
め

　
申
告
会
場
は
大
変
混
雑
す
る
た
め
、
郵
送
で
の
申
告
を
お
す

す
め
し
ま
す
。

　
申
告
書
に
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
電
話
番
号
・
必
要
事

項
（
所
得
や
控
除
な
ど
）
を
記
入
、
押
印
し
、
番
号
確
認
書
類

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）
の
コ
ピ
ー
・
必
要
書
類
（
控

除
証
明
書
な
ど
）
を
同
封
の
上
、
返
信
用
封
筒
で
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。
（
切
手
不
要
）
　

※

記
入
内
容
を
電
話
で
確
認
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

  

公
的
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て
い
る
か
た
へ

　
公
的
年
金
等
の
収
入
の
合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
公

的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
場

合
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※

所
得
税
の
還
付
、
純
損
失
や
雑
損
失
の
繰
越
控
除
な
ど
の
控

除
を
受
け
る
と
き
は
、
確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

詳
細
は
税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
市
民

税
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

  

ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
の

  

申
請
手
続
き
を
さ
れ
た
か
た
へ

　
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
（
確
定
申
告
書
含
む
）
を
提
出
す

る
場
合
、
「
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
」
の
申

請
を
し
て
い
て
も
申
請
が
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
の

で
、
寄
附
金
控
除
も
忘
れ
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

  

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
か
た
へ

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
と
そ
の
世
帯
主
で
17
歳
以
上
の
か

た
は
、
所
得
が
な
い
場
合
や
被
扶
養
者
の
場
合
で
も
、
市
民

税
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

  

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

　
平
成
28
年
中
に
給
与
な
ど
の
支
払
い
を
し
た
事
業
所
な
ど

は
、
給
与
の
支
払
い
を
受
け
た
か
た
の
１
月
１
日
現
在
の
住
所

所
在
地
の
市
町
村
に
、
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※

個
人
市
民
税
・
県
民
税
は
、
原
則
特
別
徴
収
（
給
与
天
引

き
）
と
な
り
ま
す
。
退
職
な
ど
普
通
徴
収
に
該
当
す
る
か
た

が
い
る
場
合
に
は
、
総
括
表
と
給
与
支
払
報
告
書
の
ほ
か

に
、
普
通
徴
収
切
替
理
由
書
（
兼
仕
切
書
）
の
提
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

提
出
期
限…

１
月
31
日
㈫

提
出
先…

市
民
税
課
（
郵
送
も
可
）

提
出
物…

総
括
表
と
給
与
支
払
報
告
書（
１
人
に
つ
き
２
部
）

　
　
　
　
　※

普
通
徴
収
切
替
理
由
書
（
兼
仕
切
書
）
は
普
通

徴
収
切
替
者
が
い
る
場
合
の
み

  

今
月
の
納
期

市
民
税
・
県
民
税
（
第
４
期
）・
国
民
健
康
保
険
税
（
第
７
期
）

納
期
限…

１
月
31
日
㈫

　
納
付
は
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
コ
ン
ビ
ニ
で
も
納

め
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
延
滞
金
が
加
算

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問い合わせ…市民税課　i048-259-7634・7635・7636・7245　k048-259-4541

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
と
本
人
確
認
書
類

市
民
税
・
県
民
税
の

申
告
受
付
を
行
い
ま
す

平
成
29
年
度
分
（
平
成
28
年
分
）
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

会
場
と
日
時
を
確
認
の
上
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

１
点
で
確
認
で
き
る
も
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
「
番
号
確
認
書
類
」
と
「
身
元

確
認
書
類
」
を
兼
ね
ま
す
）

２
点
以
上
で
確
認
で
き
る
も
の
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

お
持
ち
で
な
い
か
た
）

①
番
号
確
認
書
類

通
知
カ
ー
ド
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
ま
た

は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
の
う
ち
い
ず
れ
か
１
つ

＋

②
身
元
確
認
書
類

１
点
必
要
な
書
類

市
役
所
か
ら
送
ら
れ
た
住
所
・
氏
名
の
印
字
さ
れ
た
申

告
書
、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
在
留
カ
ー
ド
、

障
害
者
手
帳
、
公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
な
ど

ま
た
は
　

２
点
必
要
な
書
類

税
金
・
社
会
保
険
料
・
公
共
料
金
の
領
収
書
、
納
税
通

知
書
、
母
子
健
康
手
帳
な
ど

申告受付会場と日時
昨年と日程が変わりましたので、ご注意ください。

※各会場とも初日は大変混雑することが予想されます。
※駐車場には限りがあり大変混雑しますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
※混雑状況により受付終了時間を早める場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。

未来につなぐ相続登記
　相続登記はお済みですか？相続登記をしない
ことで、思わぬ不利益を受けることがありま
す。自分の権利を大切にし、次世代の子どもた
ちのために、未来につながる相続登記をしませ
んか。
問い合わせ…さいたま地方法務局 川口出張所
　 i０４８-２５５-４８４４
　 埼玉司法書士会　i０４８-８６３-７８６１
　 埼玉土地家屋調査士会　i０４８-８６２-３１７３

　市税などの滞納で差し押さえた財産（土地・
建物）を公売します。

問い合わせ…納税課　i０４８-２５９-７６４２
※公売財産の詳細は、上記公告日以降に市ホー
ムページなどで公開します。どなたでも参加
できますが、完納などにより、中止になる場
合があります。

　平成28年分以降の所得税・復興特別所得税、
贈与税の申告書の提出には、
•マイナンバー（12桁）の記載が必要です。
•本人確認書類の提示または写しの添付が必要
です。
※控除対象配偶者、扶養親族のかたの本人確認
書類の提示または写しの提出は不要です。

問い合わせ…川口税務署　i０４８-２５２-５１４１（代表）
西川口税務署　i０４８-２５３-４０６１（代表）

※自動音声に従い番号「0」を選択してください。

受　付　会　場

鳩ヶ谷庁舎　2階大会議室

戸 塚 公 民 館
芝 市 民 ホ ー ル
（ 芝 支 所 と 併 設 ）
新 郷 公 民 館
神 根 公 民 館
安 行 公 民 館

市役所本庁舎　5階大会議室

2月1日㈬・2日㈭・
　　3日㈮・6日㈪
2月7日㈫・8日㈬

2月9日㈭・10日㈮

2月14日㈫
2月15日㈬
2月16日㈭
2月17日㈮～3月15日㈬
（土・日曜日除く）

9:00

～

15:00

9:00
～16:00

受　付　日　時

不 動 産 公 売

税務署からのお知らせ
社会保障・税番号（マイナンバー）制度

［公売の流れ］
平成29年1月17日㈫　公告

平成29年2月14日㈫　入札と開札

平成29年2月21日㈫　買受代金納付

売却する不動産と見積価額が決定します。
土地付建物8件、マンション8件を予定し
ています。

希望する物件について入札を行い、最高価
額の入札者に売却が決定します。
場所：鳩ヶ谷庁舎

税
金
を
知
ろ
う
⑨
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申
告
に
必
要
な
も
の

□
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
（
申
告
を
す
る
か
た
で
２
月
に
な

っ
て
も
申
告
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、
市
民
税
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

□
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
身
元
を
確
認
で
き
る
も

の
）

□
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）
、
筆
記
用
具
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収
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・
所
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を
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で
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書
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（
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収
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、
給
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□
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保
険
料
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健
康
保
険
、
国
民
年
金
、
介
護
保
険
な
ど
）

の
支
払
証
明
書
ま
た
は
領
収
書
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保
険
料
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般
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命
保
険
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個
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金
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、
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護
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険
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収
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な
ど
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払
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、
保
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補
て
ん
さ
れ

た
金
額
は
そ
れ
ぞ
れ
事
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□
そ
の
ほ
か
申
告
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必
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書
類
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障
害
者
手
帳
な
ど
）
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原
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と
し
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書
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返
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し
ま
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控
え
が
必
要
な
か
た

は
事
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に
コ
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ー
を
し
て
か
ら
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※

確
定
申
告
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確
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申
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の
お
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せ
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が
き
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税
務
署
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ら
送
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さ
れ
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）
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必
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す
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マ
イ
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ン
バ
ー
法
に
基
づ
き
、
申
告
手
続
き
な
ど
の
際
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マ
イ
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バ
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（
個
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番
号
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記
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確
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書
類
の

提
示
ま
た
は
写
し
の
添
付
が
必
要
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確
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バ
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で
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等
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ー
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。
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。
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事
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郵
送
で
の
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す
め
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告
会
場
は
大
変
混
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す
る
た
め
、
郵
送
で
の
申
告
を
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し
ま
す
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番
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筒
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し
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さ
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手
不
要
）
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記
入
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容
を
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で
確
認
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

  

公
的
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金
等
を
受
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さ
れ
て
い
る
か
た
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公
的
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金
等
の
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入
の
合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
公

的
年
金
等
に
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所
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以
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所
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が
20
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以
下
の
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、
所
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の
確
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申
告
を
す
る
必
要
は
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り
ま
せ
ん
。

※
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得
税
の
還
付
、
純
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失
や
雑
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失
の
繰
越
控
除
な
ど
の
控

除
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受
け
る
と
き
は
、
確
定
申
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書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

詳
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署
に
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。
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の
確
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も
、
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税
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が
必
要
な
場
合
が
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ま
す
。
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と
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税
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プ
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の

  

申
請
手
続
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を
さ
れ
た
か
た
へ

　
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
（
確
定
申
告
書
含
む
）
を
提
出
す

る
場
合
、
「
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
」
の
申

請
を
し
て
い
て
も
申
請
が
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
の

で
、
寄
附
金
控
除
も
忘
れ
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

  

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
か
た
へ

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
と
そ
の
世
帯
主
で
17
歳
以
上
の
か

た
は
、
所
得
が
な
い
場
合
や
被
扶
養
者
の
場
合
で
も
、
市
民

税
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

  

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

　
平
成
28
年
中
に
給
与
な
ど
の
支
払
い
を
し
た
事
業
所
な
ど

は
、
給
与
の
支
払
い
を
受
け
た
か
た
の
１
月
１
日
現
在
の
住
所

所
在
地
の
市
町
村
に
、
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※

個
人
市
民
税
・
県
民
税
は
、
原
則
特
別
徴
収
（
給
与
天
引

き
）
と
な
り
ま
す
。
退
職
な
ど
普
通
徴
収
に
該
当
す
る
か
た

が
い
る
場
合
に
は
、
総
括
表
と
給
与
支
払
報
告
書
の
ほ
か

に
、
普
通
徴
収
切
替
理
由
書
（
兼
仕
切
書
）
の
提
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

提
出
期
限…

１
月
31
日
㈫

提
出
先…

市
民
税
課
（
郵
送
も
可
）

提
出
物…

総
括
表
と
給
与
支
払
報
告
書（
１
人
に
つ
き
２
部
）

　
　
　
　
　※

普
通
徴
収
切
替
理
由
書
（
兼
仕
切
書
）
は
普
通

徴
収
切
替
者
が
い
る
場
合
の
み

  

今
月
の
納
期

市
民
税
・
県
民
税
（
第
４
期
）・
国
民
健
康
保
険
税
（
第
７
期
）

納
期
限…

１
月
31
日
㈫

　
納
付
は
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
コ
ン
ビ
ニ
で
も
納

め
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
延
滞
金
が
加
算

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問い合わせ…市民税課　i048-259-7634・7635・7636・7245　k048-259-4541

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
と
本
人
確
認
書
類

市
民
税
・
県
民
税
の

申
告
受
付
を
行
い
ま
す

平
成
29
年
度
分
（
平
成
28
年
分
）
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

会
場
と
日
時
を
確
認
の
上
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

１
点
で
確
認
で
き
る
も
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
「
番
号
確
認
書
類
」
と
「
身
元

確
認
書
類
」
を
兼
ね
ま
す
）

２
点
以
上
で
確
認
で
き
る
も
の
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

お
持
ち
で
な
い
か
た
）

①
番
号
確
認
書
類

通
知
カ
ー
ド
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
ま
た

は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
の
う
ち
い
ず
れ
か
１
つ

＋

②
身
元
確
認
書
類

１
点
必
要
な
書
類

市
役
所
か
ら
送
ら
れ
た
住
所
・
氏
名
の
印
字
さ
れ
た
申

告
書
、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
在
留
カ
ー
ド
、

障
害
者
手
帳
、
公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
な
ど

ま
た
は
　

２
点
必
要
な
書
類

税
金
・
社
会
保
険
料
・
公
共
料
金
の
領
収
書
、
納
税
通

知
書
、
母
子
健
康
手
帳
な
ど

申告受付会場と日時
昨年と日程が変わりましたので、ご注意ください。

※各会場とも初日は大変混雑することが予想されます。
※駐車場には限りがあり大変混雑しますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
※混雑状況により受付終了時間を早める場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。

未来につなぐ相続登記
　相続登記はお済みですか？相続登記をしない
ことで、思わぬ不利益を受けることがありま
す。自分の権利を大切にし、次世代の子どもた
ちのために、未来につながる相続登記をしませ
んか。
問い合わせ…さいたま地方法務局 川口出張所
　 i０４８-２５５-４８４４
　 埼玉司法書士会　i０４８-８６３-７８６１
　 埼玉土地家屋調査士会　i０４８-８６２-３１７３

　市税などの滞納で差し押さえた財産（土地・
建物）を公売します。

問い合わせ…納税課　i０４８-２５９-７６４２
※公売財産の詳細は、上記公告日以降に市ホー
ムページなどで公開します。どなたでも参加
できますが、完納などにより、中止になる場
合があります。

　平成28年分以降の所得税・復興特別所得税、
贈与税の申告書の提出には、
•マイナンバー（12桁）の記載が必要です。
•本人確認書類の提示または写しの添付が必要
です。
※控除対象配偶者、扶養親族のかたの本人確認
書類の提示または写しの提出は不要です。

問い合わせ…川口税務署　i０４８-２５２-５１４１（代表）
西川口税務署　i０４８-２５３-４０６１（代表）

※自動音声に従い番号「0」を選択してください。

受　付　会　場

鳩ヶ谷庁舎　2階大会議室

戸 塚 公 民 館
芝 市 民 ホ ー ル
（ 芝 支 所 と 併 設 ）
新 郷 公 民 館
神 根 公 民 館
安 行 公 民 館

市役所本庁舎　5階大会議室

2月1日㈬・2日㈭・
　　3日㈮・6日㈪
2月7日㈫・8日㈬

2月9日㈭・10日㈮

2月14日㈫
2月15日㈬
2月16日㈭
2月17日㈮～3月15日㈬
（土・日曜日除く）

9:00

～

15:00

9:00
～16:00

受　付　日　時

不 動 産 公 売

税務署からのお知らせ
社会保障・税番号（マイナンバー）制度

［公売の流れ］
平成29年1月17日㈫　公告

平成29年2月14日㈫　入札と開札

平成29年2月21日㈫　買受代金納付

売却する不動産と見積価額が決定します。
土地付建物8件、マンション8件を予定し
ています。

希望する物件について入札を行い、最高価
額の入札者に売却が決定します。
場所：鳩ヶ谷庁舎

税
金
を
知
ろ
う
⑨


